
国
民
健
康
保
険
へ
の
国
庫
負
担
の
増
額
を
求
め
る
意
見
書
（
案
） 

 

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
憲
法
二
五
条
の
生
存
権
に
も
と
づ
き
、
誰
で
も
平
等
に
医
療
に
か
か
れ
る
権
利
を
保
障
す
る
国

民
皆
保
険
制
度
の
根
幹
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
は
高
齢
者
が
多
く
、
加
入
者
一
人
当
た
り
の
医
療

費
が
高
い
一
方
、
低
所
得
者
が
多
い
た
め
に
保
険
料
負
担
能
力
は
低
い
と
い
う
構
造
的
問
題
を
抱
え
て
い
る
。 

毎
年
の
よ
う
に
国
民
健
康
保
険
料
が
値
上
げ
さ
れ
た
結
果
、
保
険
料
「
滞
納
」
世
帯
は
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
昨
年

六
月
時
点
で
約
三
百
十
二
万
世
帯
、
本
区
で
も
二
〇
一
五
年
度
で
三
三
％
を
超
え
る
深
刻
な
事
態
で
あ
る
。
国
保
料
の
高
騰

の
原
因
は
、
国
庫
負
担
の
削
減
に
あ
る
。
政
府
は
、
一
九
八
四
年
当
時
、
医
療
費
の
「
四
五
％
」
と
さ
れ
て
い
た
国
保
へ
の

定
率
国
庫
負
担
を
「
三
八
・
五
％
」
に
引
き
下
げ
、
そ
の
後
も
、
国
保
の
事
務
費
や
保
険
料
軽
減
措
置
な
ど
へ
の
国
庫
負
担

を
縮
小
・
廃
止
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
保
の
総
会
計
に
占
め
る
国
庫
支
出
の
割
合
は
、
五
〇
％
か
ら
二
四
・
一
％
（
二
〇
〇

八
年
度
）
に
半
減
し
て
い
る
。 

二
三
区
長
会
が
「
国
庫
負
担
を
充
実
さ
せ
、
国
保
財
政
基
盤
の
強
化
拡
充
と
被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
軽
減
を
」
求
め
て

い
る
よ
う
に
、
国
民
皆
保
険
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
は
国
庫
負
担
の
増
額
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
渋
谷
区
議
会
は
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
国
民
健
康
保
険
に
対
す
る
国
庫
負
担
を
増
額
す
る
よ
う
求
め
る
。 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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